
8

広報
情報公開・個人情報保護制度
市役所代表電話@0422-45-1151No.1332 2006.6.4

別表⑥　コンピューター処理の主な業務と記録項目
業　務　名

住民記録
印鑑登録
戸籍及び戸籍の附票
軽自動車税
個人住民税
固定資産税（土地･家屋）･都市計画税
収納管理
口座振替
老人医療
外国籍市民記録
生活保護
児童手当
国民年金
国民健康保険
水道
図書館
選挙
介護保険
飼い犬登録
健康
就学援助
職員情報
ファミリー・サポート
母子・女性福祉資金
障がい者福祉
小学校児童・中学校生徒管理
雨水浸透ます
個人債権者登録
延長保育等利用料
消費者相談

厳
し
い
制
限
を
設
け

適
正
に
管
理
し
て
い
ま
す

今
日
、
市
の
業
務
の
効
率
的
な
執

行
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
欠
か
せ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
わ
れ
る
情
報

が
万
一
漏
出
し
た
り
、
不
適
切
に
利

用
さ
れ
た
り
す
れ
ば
、
市
民
の
み
な

さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」

で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
個
人
情

報
を
記
録
す
る
場
合
に
は
、
規
則
の

別
表
と
し
て
記
録
項
目
を
定
め
る
と

と
も
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に

報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

８
条
）、
個
人
情
報
を
処
理
す
る
市

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
法
令
に
定
め

が
あ
る
も
の
、
同
委
員
会
の
意
見
を

聴
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

も
の
以
外
は
、
他
団
体
（
国
や
地
方

自
治
体
な
ど
の
公
共
団
体
も
含
ま
れ

ま
す
）
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
接
続

し
な
い
、
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
接
続
し
て
行
な
う
個
人
情
報
の
処

理
状
況
を
毎
年
１
回
以
上
、
同
委
員

会
に
報
告
、
公
表
す
る
こ
と
（
第
12

条
）
な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理

す
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
、
特
に
厳
し
い
制
限
を
設
け
て
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理

の
明
示
や
広
報
へ
の
掲
載
も
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
の

個
人
情
報
記
録
項
目

平
成
18
年
６
月
現
在
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
に
よ
っ
て
個
人
情
報
を
処
理

し
て
い
る
主
な
業
務
と
そ
の
記
録
項

目
は
別
表
⑥
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
平
成
17
年
６
月
以
降
に
新

た
に
加
わ
っ
た
記
録
項
目
は
、
別
表

⑦
の
と
お
り
で
す
。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム（IS

M
S

）

の
整
備
と
運
用

個
人
情
報
を
含
む
市
が
保
有
す
る

情
報
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る
た

め
、
平
成
16
年
１
月
、
情
報
推
進
室

お
よ
び
市
民
課
の
業
務
を
対
象
と
し

て
、BS7799-2

お
よ
びISM

Sver.
2.0

と
い
う
２
つ
の
規
格
の
認
証
を

取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
対

象
範
囲
の
拡
大
を
図
り
、
平
成
17
年

１
月
に
市
民
税
課
、
資
産
税
課
、
納

税
課
お
よ
び
保
険
課
の
４
課
が
追
加

認
証
を
受
け
ま
し
た
。

今
後
も
「
三
鷹
市
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
本
方
針
」
を
は
じ
め
、

ISM
S

関
連
の
規
程
を
遵
守
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
運
用
状
況
を
定
期
的

に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
の
継
続
的
な
改
善
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

e

情
報
推
進
室
@
内
線
２
１
２
４

主な記録項目
住所、氏名、生年月日
印影、登録番号
氏名、本籍、生年月日
定置場、標識番号
総所得、年税額
評価額、所在地番
年税額、収入金額
口座番号、通知書番号
保険種別、被保険者氏名
住所、氏名、生年月日、国籍
世帯員氏名、生活扶助金額
申請日、支払額
資格種別区分、収納保険料額
被保険者記号番号､決定税額
使用水量、水道料金
氏名、登録番号
氏名、投票区
氏名、資格取得
登録年度、飼い主氏名、犬名
氏名、受診年月日
児童・生徒氏名、在籍学校
職員氏名、所属
会員氏名、会員種別
貸付区分、氏名、貸付金額
氏名、障がい名、手帳管理
児童・生徒氏名、住所
設置住所、所有者名
氏名、金融機関名
児童氏名、利用施設名称
相談種別、相談者氏名、相談内容

公
開
の
請
求
と
処
理
状
況

市
政
情
報
の
公
開
請
求
の
内
容

は
、
市
長
部
局
で
は
契
約
書
、
建
築

計
画
概
要
書
な
ど
、
教
育
委
員
会
で

は
教
育
施
設
工
事
関
連
資
料
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。
実
施
機
関
別
情
報
公

開
請
求
件
数
と
処
理
状
況
は
別
表

①
、
非
公
開
理
由
の
内
訳
は
別
表
②
、

請
求
者
の
内
訳
は
別
表
③
の
と
お
り

で
す
。

※
実
施
機
関
＝
制
度
を
実
施
し
て

い
る
市
の
各
機
関
。

審
査
会
の
開
催
状
況

非
公
開
決
定
や
一
部
公
開
決
定
な

ど
に
対
し
、
請
求
者
か
ら
不
服
申
し

立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
情
報
公
開

審
査
会
が
そ
の
決
定
が
適
当
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
公
平
な
立
場
で
審
査

し
ま
す
。
こ
の
審
査
会
は
、
５
人
の

学
識
経
験
を
有
す
る
委
員
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
度
は
審
査

に
伴
う
開
催
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

報保護制度の運用状況
市
政
情
報
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
〜
情
報
公
開
制
度
〜

市
の
情
報
公
開
制
度
で
は
、
市
民
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
ど
な
た
で
も
、
市

が
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市

は
、
情
報
を
公
開
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
よ
り
開
か
れ

た
民
主
的
な
市
政
運
営
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
平
成
17
年
度
の

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
情
報
公
開
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
情
報
を
公
開
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
が
、
個
人
の
私
生
活
に
関
す
る
情
報
や
法
人
の
利
害
に

関
す
る
情
報
な
ど
、
公
開
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

e

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
情
報
公
開
総
合
窓
口
@
内
線
２
２
１
４

市
の
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理

の
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
平
成
17
年
度
の
個
人
情
報
保

護
制
度
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

e

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
情
報
公
開
総
合
窓
口
@
内
線
２
２
１
４

個
人
情
報
の

保
管
な
ど
の
届
け
出

市
が
、
申
請
書
や
届
出
書
な
ど
で

個
人
情
報
を
新
た
に
保
管
す
る
と

き
、
ま
た
は
こ
れ
を
廃
止
・
変
更
す

る
場
合
、
各
実
施
機
関
は
そ
の
目
的

や
内
容
を
市
長
に
届
け
出
る
と
と
も

に
、
市
長
は
個
人
情
報
保
護
委
員
会

に
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
届
け
出
の
内
訳
は
、
別

表
④
の
と
お
り
で
す
。

目
的
外
利
用
と
外
部
提
供

個
人
情
報
を
、
収
集
し
た
と
き
の

目
的
の
範
囲
を
超
え
て
市
役
所
内
部

で
利
用
（
目
的
外
利
用
）
し
た
り
、

市
役
所
以
外
に
提
供
（
外
部
提
供
）

し
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
法

令
に
基
づ
く
場
合
や
緊
急
で
や
む
を

り
下
げ
が
１
件
で
し
た
。

個
人
情
報
の
訂
正
、
削
除
お
よ
び

目
的
外
利
用
な
ど
の
中
止
請
求
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
不
服
申

し
立
て
お
よ
び
苦
情
の
申
し
出
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

個
人
情
報
保
護
審
査
会
の

開
催
状
況

非
開
示
決
定
や
一
部
開
示
決
定
な

ど
に
対
し
、
請
求
者
か
ら
不
服
申
し

立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
個
人
情
報

保
護
審
査
会
が
そ
の
決
定
が
適
当
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
公
平
な
立
場
で

審
査
し
ま
す
。
こ
の
審
査
会
は
、
５

人
の
学
識
経
験
を
有
す
る
委
員
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
度
は

不
服
申
し
立
て
が
な
か
っ
た
た
め
、

開
催
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

得
な
い
場
合
な
ど
は
、
目
的
外
利
用

や
外
部
提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。目

的
外
利
用
で
は
、
手
当
て
、
助

成
金
な
ど
の
受
給
資
格
を
確
認
す
る

た
め
の
市
民
税
課
税
台
帳
の
利
用
、

ま
た
、
外
部
提
供
で
は
、
地
方
税
法

に
基
づ
く
不
動
産
取
得
税
賦
課
徴
収

の
た
め
、
必
要
事
項
を
都
税
事
務
所

へ
提
供
し
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま

す
。目

的
外
利
用
お
よ
び
外
部
提
供
の

項
目
別
内
訳
は
別
表
⑤
の
と
お
り
で

す
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
の

審
議
内
容

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
市
民

の
立
場
か
ら
個
人
情
報
保
護
制
度
の

十
分
な
監
視
が
果
た
せ
る
よ
う
、
個

人
情
報
の
処
理
に
関
す
る
重
要
事
項

を
審
議
し
ま
す
。
委
員
会
は
、
一
般

市
民
５
人
、
学
識
経
験
者
５
人
、
市

議
会
議
員
５
人
の
計
15
人
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
度
は
３
回

開
催
さ
れ
、
主
な
審
議
内
容
は
、
三

鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改

正
に
係
る
諮
問
に
つ
い
て
な
ど
で
し

た
。

開
示
請
求
な
ど
の
状
況

平
成
17
年
度
の
個
人
情
報
の
開
示

請
求
は
40
件
で
し
た
。
そ
の
う
ち
開

示
が
17
件
、
一
部
開
示
が
４
件
、
非

開
示
が
３
件
、
不
存
在
が
15
件
、
取

別表④　個人情報保管など届け出の内訳
実施機関 項目別届け出件数 届け出の主な内容
市長 新規13件 監視カメラの設置、緑化地区計画内の緑化率に

係る申請書など
市長 変更１件 外国籍市民記録システムの導入に伴い記録媒体

を文書と電磁的記録媒体にする。
市長 廃止１件 三鷹市水道部公舎管理規程の廃止に伴う水道公

舎入居許可申請書の廃止

別表②　非公開理由の内訳 単位（件）
個人に関する情報で、一般に他人に知られたくないと望むこと
が正当であると認められるもの
法人の競争上または事業活動上の地位、その他正当な利益を著
しく害すると認められるもの
事務事業の公正または適正な執行に著しく支障がある情報
市の機関などの適正な意思形成が著しく妨げられる恐れのある
もの
公共の安全と秩序の維持に著しい支障の恐れのあるもの
他の法令により市政情報の閲覧、写しの交付の手続きが定めら
れているもの

合　　　計

別表③　請求者の内訳 単位（件）
市民 市内法人・団体 市外在住者 市外法人・団体 合計
36 3 28 36 103

別表①　実施機関別情報公開請求件数と処理状況　単位（件）
区分

実施機関
市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
合　計

不服申
し立て
1
0
0
0
0
0
0
0
1

取り下げ
1
0
0
0
0
0
0
0
1

不存在
2
1
0
0
0
0
0
0
3

非公開
3
0
0
0
0
0
0
0
3

一部公開
39
1
2
0
0
0
0
0
42

公開
56
7
0
0
0
0
0
3
66

請求

101
9
2
0
0
0
0
3
115

別表⑤　目的外利用および外部提供の項目別内訳
項目別分類 目的外利用 外部提供
①法令に基づくもの 37 47
②緊急でやむを得ない理由があると判断したもの 1 0
③本人の同意を得たもの 2 4
④個人情報保護委員会の承諾を得ているもの 72 27

24

1

3
1

24

2

55

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
ま
す
〜
個
人
情
報
保
護
制
度
〜

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
個
人
情
報
処
理
の
状
況

※１件の決定について、複数の非公開理由があるため別表①の一部
公開件数と非公開件数の合計とは一致しません。

。


